
 

 ソフィアみどり保育園  

 

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人みやび   

事業者の所在地・連絡先  奈良県生駒市東生駒４丁目 398-280（電話）0743-74-1407 

代表者氏名  理事長  中畑剛史  

 

（２）事業所の概要  

種別  小規模保育事業 A 型  

名称  社会福祉法人みやび  ソフィアみどり保育園   

所在地  大阪府大阪市鶴見区緑 1 丁目 11－3 2 階  

連絡先  （電話）06－6180－3578（ＦＡＸ）06－6180－3551 

施設長氏名  園長  西村  幸子  

開設年月日  平成 29 年 4 月 1 日  

認可・利用定員  0 歳児  1 歳児  2 歳児  合計 19 人  

当園の基本理念・方針  

・子どもの発達を理解し、一人一人を丁寧に保育する  

・子どもの主体性を育み、豊かな人間性を持った子どもを育てる  

 

（３）施設の概要  

園舎  

構造  ＳＲＣ造  

延べ   107．8 ㎡  

園庭  なし（近隣の公園を利用する）  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育室又は遊戯室  2 室   

乳児室又はほふく室  1 室   

子ども用トイレ（便器 2 個）  1 室    

調乳室、沐浴設備、乳児用トイレ、乳児用手洗い     

 

 

 

 

 

 

（５）保育を提供する曜日・時間等  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  午前 7 時 30 分～午後 18 時 30 分（11 時間）  

延長保育  午後 18 時 30 分～午後 19 時 30 分（30 分あたり  250 円 /月額最大 5,000 円）  

開所時間  (平日 )7 時 30 分～19 時 30 分（土曜日）7 時 30 分～18 時 30 分  

休業日  日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）  

内容  

(1) 支給認定を受けた保護者（以下「支給認定保護者」という。）に係わる園児に対 

し、当該支給認定における保育必要量（法第 20 条第 3 項に規定する保育必要量をい  

う。以下同じ。）の範囲内において保育を提供する。(2)食事の提供(3)送迎（保護者 

が送迎を行う。）  

 

（６）嘱託医  

(1) 小児科  

医療機関の名称  わかばこどもクリニック  

医院長名又は医師名  鞠子 眞済  

所  在  地  大阪市城東区関目 5-16-19-101 

電 話 番 号  ０６－６１８０－３５０５  

 

 (2) 歯科  

医療機関の名称  中辻歯科診療所  

医院長名又は医師名  中辻 薫  

所  在  地  大阪府大阪市鶴見区緑 2-8-21 

電 話 番 号  ０６－６９１３－２０３４  

 

 


